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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

1コーハレー・ガバンスこ

1.的な考え方

企業価値の最大化による株主価の向上のため、迅速な経営の意思決定を図るとともに、チェック機能の強化により法令の遵守と透明性の高い
経営を実現Lていくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の重要な課題とLて取り組んでおります。

2.本成

外国人株式保有比率 1酬未満

【大株主の状況】

大東通商株式会社

林中央金庫

株式会社みずほ銀行(常任代理人資産理サービス信託銀行株式会社)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(託口)

東京海上日火災保険株式会社

東洋製慌グループホールディングス株式会牡

日本生命保険相互会社

株式会社山口銀行

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(託口5)

1000憶円以上1兆円未満

最終更新日:2015年4 1日
マルハニチロ株式会社

代表取締役社長伊藤滋

間合せ先:広報IR都

証券コード:1333

計如ゾ/W艸.maⅧhrniohiro.00即

氏金又は名

支配株主(親会社を除0の無

親会社の有無

補足説明

当社は、平成26年4月1日付で、当牡を存続会杜、当杜の完全親会社である株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社として合併し、
同日付で、東京証券取引所(市第一郁)1こ上いたしました.大株主の状況につきましては、平成26年4月1日時点の当社の大株主の状況を記
敢しております。

3.企属性

上場取引所及び市場区分

10社以上50社未満

算期

業糎

合(")所有株式数()
10.325.181,921

1'864,272^
1,59B,650^

這業年塵末における(連結)従業員

直前業度における(結)売上高

1.2闘,000

1.157,152

4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保置の方策に関する指針

^

東京第一部

業年度宋1、おける連会数

5.その他コーポレート・ガバナンスに且要なを与えうる特別な事情

当社は、上場子会社として大都魚類株式会社(東京証券取引所市場第二郁上場)を有しております。
企禦団における業務の適正及び企業集団の全体最適を確保するため、当該子会社に取締役及び監査役を派遺しているほか、当社の軽営会
議モの他の機関において当骸子会杜に関する事項の霽議等を行っておりますが、原則として当該子会社の経営陣の判断を尊する二ととし、当
該子会社及び当牡以外の株主その他当該子会杜におけるステ^ホルダーの利益が、不当に損なわれる二とのないよう努めております.
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1.機関成・組織

組

【取締役関係】

定款上の締役の

の期上の

取役会の

役の人

社外取翁役の状況

社取締役の人数

社外取役のうち立役員に
て、人

等に係る事項

監査役設会社

コーハレー

員数の上限を定めていない

1年

会社との閲係①

社長

, バンス

17 名

中部由郎

弁腫士飯村北

※会社との関係についての選択項目
※本人が各目に「現在・最近」1巴おいて骸当している合は「0」、T過去」に該当している合は「△」
※近親者が各項目に「現在.最近」において蝕当しているは「.」、「過去」1=該当している合は「'」
a 上場会社又はその子会社の業務歓行者

b 上会社の親会社の業務執行者又は非禦務執行取締役

0 上場会社の兄弟会社の楽務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員毅酬以外に多額の金銭その他の財産晝栂ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

宮上場会社の主要株主(当蝕主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

h 上会社の取引先(d、巻及ぴ幼いずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

i 社外役の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

」上増会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
k その他

会社との闘係(2)

選任している

2名

定

の

氏

1名

性

中郁由郎

独立
役

飯村北

適合項目に関する補足説明 任の理

大東通商株式会社の代表取翁役社長とLての
豊富な軽験と優れた見識に基づき、社内取締
役とは異なる観点からのグループ経営に闘す
るご意見をいただくことにより、当杜のコーポレ
ート・ガバナンス及びグループ軽宮に献して
いただくためでありまず.

なお、当社の主要株主の務執行者であり、
一般株主と利益相反の生じるおそれがあるも
のとして掲げられている事項に該当しうるもの
とLて、独立役としては指定しておりません
が、監普機関に求められる実効性や専門性等
の要素を考慮し、牡外取締役として適当である
と判断Lております.

弁雁士としての公正・中立な立から、社内
取翁役とは異なる観点からのグループ経営に
関するご意見をいただくことにより、当社の二ー
ポレート・ガバナンス及びグループ経営に貢献
していただくためであります.
また、一般株主と利益相反の生じるおそれが

るものとして掲げられている項に叢当してお
らず、一般株主と利益相反の生じるおモれは
よ
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【監査役関係】

査役

会に

設置

する

監査役、会計監査人、内郁監査部門の連携状況

監査役と会計監人は、当社及びグループ会社における監体制、監査計画、監査実施状況等についての意見交換等を目的とLて、定期連絡
会、監査立会い、その他惰報交換を行っております,
また、監役と内部監査都門の間では、内部監査郁門が監査役に対L、当社及びグループ会社の内部覧を実施するに際して、その監査方針
を事前に確認するとともに、内部監査の結果に閥して報告することとLております.

なし

設置している

外監査の任状況

社外監.、役の人数

数の上限を定めていない

社外監役のうち独
ている人数

5名

いと判断L、独立役として指定しております.

会社との関係(1)

投に指定さ

永弁俊行

川村融 他の会社の出身者

清水裕之 他の会社の出身者

兼山人 公認会計士

※会社との関係についての選択項目

※本人が各項目に「現在・最近」において該当している合は「0」、「過去」に該当している合はr△」
※近親者が各項目に「現在・最近」1こおいて該当している合ぱ「.」、「過去」1こ該当している場合は「'」
a 上会社又はその子会牡の業務執行者

b 上会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

0 上場会社の親会杜の業務執行者又は非務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

.上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

上場会牡の主要な取引先又はその業務牧行者

上場金社から役報酬以外に多額の金蝕その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門寂、法律専門家

1 上場会社の主要株主(当該生要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

」上場会社の取引先仔、E及びEのいずれにも該当しないもの)の務執行者(本人のみ)
k 社外役員の相互就任の関係にある先の粂務執行者(本人のみ)

1 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

m その他

選任している

4名

氏名

1名

性

会杜との関係②

会杜との関係(楽)
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永井俊行

独立
役

適合項巨に関する補足説明

永井俊行氏は、当社の主要な取引先であ
林中央金庫の案務執行者とLて勤務

していた二とがあります。同金庫からは、

当社の'転資金の貸付を受けておりま

す。

選任の理由

法律の要件に該当し、患歴、人格、能力、経

験、見識等において優れた方で取諦役とは独
立の立から監査を行っていただくためであり
ます。

なお、当社と取引関係のある農林中央金庫の

出身者であり、一般株主と利益相反の生じる
お

それがあるものとして掲げられている項に該
当Lうるものとして、独立役員とLては指定して

おりませんが、機関に求められる実効性

門性等の要を考慮し、社外監査役とし
て適当であると判断しております。

法律の要件に該当し、職歴、人格、能力、軽
験、見謙等において優れた方で取翁役とは独

酬
無

!
の会の

指
任

'
1



川村融

,水裕之

川村融氏は、当社の主要な取引先である
株式会牡みずほ銀行の業務執行者として
勤務していたことがあります.同行から
は、当社の運転金の貸付を受けており
ます。

兼山嘉人

清水裕之氏は、当牡の主要な取引先であ
る三菱UFJ 託銀行株式会牡の業務執
行者として勤務していたことがあります。
同杜からは、当社の運転資金の貸付を受
けております.

立の立場から監査を行っていただくためであり
ます。
なお、当社と取引関係のある株式会社みずほ
鰻行の出身者であり、一般株主と利益相反の
生じるおモれがあるものとして掲げられている

項に該当しうるものとLて、独立役として
は

指定しておりませんが、監督機関に求められる
実効性や専門性等の要素を考慮し、社外監査
役として適当であると判断しております。

法律の要件に該当し、職歴、人格、能力、経
験、見識等において優れた方で取締役とは
独立の立から監査を行っていただくためであ
ります。
なお、当牡と取引関係のある三整UF゛信託銀
行株式会社の出身者であり、一般株主と利益
相反の生じるおそれがあるものとして掲げられ

項に骸当Lうるものとして、独立役員ている
と

しては指定しておりませんが、監機関に求め
られる実行性や門性等の要素を考慮し、社
外監査役として適当であると判断しておりま
す。

法律の要件に該当し、職歴、人格、能力、経
験、見謙等において優れた方で取締役とは独
立の立場から監査を行っていただくためであり
ます。また、一般株主と利益相反の生じるおそ
れがあるものとして掲げられている事項に該当
しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそ
れはないと判断L、独立役員として指定Lてお
ります.

立役の人数

モの他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

取締役ヘのインセン丁プ付与に関
艦の実施状況

該当項目に関する補足説明

現在は、一定程度の定額報酬をもって各取締役に職務に専念していただくこととしておりますが、各取締役の業韻向上ヘの.欲を高める二とも有
意義であり、今後、報酬体系のあり方について検討Lてまいります。

ストッケ

る

ションの付

項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

実施していない

象者

該当項目に閲する補足説明

有価証券報告杏では、取締役(社外取締役を除く。)、社外投員に区分し、支給人員及び支給額を開示しております。
事業報告では、全取締役の支給人員及び支給額を開示しており、牡外取締役の報酬については、括弧書きにて開示しております。

個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



【社外取締役社外監査役のサ十ート体制】

社外敢締役及び社外監査役に対しては、取翁役会における充実した謡論に
より報告することとしております。

・監督、指名、報酬決定等の機能に係る項(現状のコーポレート,ガバナンス体制の概要)巨亙]務執行、

(1)取締役、取締役会、執行役員制度、経営会
提出日現在の経営体制は、社外取締役2名を含む取締役17名であり、経営戦略の立案及び業務執行の監督を行うとともに、執行役員制度を
入し、経営と執行を分離することにより、取締役会の監機能の強化を園っております。
20櫓年度における取締役会は臨時取締役会を含めて16回開催され、平均出席率は取締役舶舗、監査役舶%となっております.
また、迅速な軽営の思決定のため、常務以上の役付取締役及び役付款行役員で犠成される経営会議を鳳則として週1回開催し、軽営及び業
務執行の全般について安慶を行うとともに、取締役会から授権された項について決定を行っております。
なお、当社では、独立性の高い社外取締役1名を独立役員として指定しております.

(2)監査役、監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、提出日現在におけるその数は5名(うち、4名が社外監査役)であり、うち4名が常勤の監査役であります。
2013年度における監査役会は7回開催され、監査役の宇均出席率は伯0"となっております。
監査役の監査活動としては、上記の取締役会を含む要会ヘの出席、当社郁長ヘのヒアリングの実施、国内外の子会社ヘの往査、会計監

査人からの監査結果等の聴取並びに意見交換、グループ監査役趣銘金を定期的に開催する等、取諦役の案務執行の妥当性・適法性にっき監
査を行っております。
なお、監査役の機能強化に関する取組状況につき、当社では、独立性のい社外監査役1名を独立役として指定しているほか、金融機関にお
ける長年の軽験と豊かな知識を有する社外監査役3名を選任Lております.

(3)会計監査

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限任あずさ監査法人を起用しておりますが、同監査法人及ぴ
同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害閲係はありません。当社は、同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監
査について監査契約書を紬結し、伺契約にづき監査報酬を支払っております。2013年度において業務を執行した公認会計土は、文倉辰永、開
内啓行、猪俣雅弘の3名であり、監査務に係る補助者は公認会計士柁名、その他12名であります.

(4)内部監査
当社は、関連法令の遅守、財務諸表報告の信頼性の保証、案務の有効性及び効率性の確認等を目的とする内郁統制の一機能として、当社及び
当社グループにおける内部統制システムの有効性を検証し、その機能維持ヘの献のため、監査部を設し、16名の職を配し内部監査を
実施しております.

当社の内郁監壷は、当社グループ各社の経営諸活全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の銀点から検証・評
価し、その結果の報告、改善・助言等の提案を行う二とにより、当社グループの財産の保全及び軽営の効率を図ることを目的としております。

するため、取締役会の謡題の内客等につき、予め取締役会務局

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

企業価値の最大化による株主価値の向上のため、迅速な経営の意思決定を図るとともに、チェッケ機能の強化により、法令の遵守と透明性の高
い経営を実現していくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営会議による迅速な経営の思決定と、独立性
及ぴ専門性の高い社外取締役若しくは社外監査役を含む取締役会若しく1ネ監査役会並びに会計監査人及び内郁監査郁門との連強化による
チエック機能の強化により、法令の遵守及ぴ透明性の高い経営を実現することができるとの判断にづき、現状の体制を採用しております.
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1.株主総会の活性化及び議決

中日を

その

2.東に関する活状況

の

行使の円滑化に向けての取組み状況

避た 総会の設定

補説

2m4年3月期の定時株主総会を知14年6月26日に開催Lました.

株主総会において、業報告等をピジュアル化し、分かり易く説明しております。

丁イスクロージャーボリシーの作成・公表

アナリスト・機関投賓家向1 に定_的説
明会を開催

旧資 ,ハームページ掲載

当社は、株主、投'家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速
な報提供に努めます.金融商品取引法及び庫京証券取引所の定める適
時開示規則に準拠した情報の開示に努める恢か、当社の判断により当社を
理解していただくために有効と思われる報につきましても、タイムリーか
つ積極的な開示に努めます。
当社のホームページのURUよ、 h如ゾノ艸W.tMruh.ーんfcNro.eoJPであり、
当該ホームページにおいてディスクロージャーポリシ^公表しております。

5月とⅡ月の年2回、アナリスト向け決算説明会を開催する予定としておりま
す。

当社のホームページにおいて、決算、アナリスト向け決説明会資料、

決算情報以外の適時開示責料、有価証券報告書、四半期報告、招通
知及び恨レポート等を掲しております。

当社のIR担当部署は、広報燈部であり、恨務連絡任者は広報恨都長で
あります。

IRに

3.ステークホルダーの立場の尊に係る取組み状況

る都署(担当)の設置

補足説明

補説明

ステークホルダ
方針等の

に

定
する 供に

代慶者自身
による説明
の有無

株主には、「ディスクロージャーポリシー」1こ基づき情報開示を実施しております。

あり



IP' シスムこ

1.内郁統制システムに関する本的な考え方及ぴその整状況

内郁銃制体制整備に関する取締役会決議

(1)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体伽K会杜法第3髄条第4項第6号)
1)当社をはじめグループ各社の役職員が拠って立つぺき墓本原則および精神的支柱として、「グループ理念」「グループスローガン」「グループビ
ジョン」「グループ行動指針」および「社釧」を制定し、当社役は、グループ内における二れらの遵守、浸透を図るため、率先垂範している.
2)取締役会にて決定Lた役員職務分にづき各取翁役が業務を執行することとし、原則として、定例取締役会を毎月1回開催するとともに、陣
時取諦役会を必要に応じて随時開催し、軽営の意思決定および取締役の案務執行の監督を行っている.
3)社外取締役を招鵬し、取締役会の意思決定および取締役の務執行について、公正かつ独立した立場からの意見を随時求めている。
4)法令違反等を未然に防止するとともに自浄機能を働かせ、牡会から信頼される企業グループとして存続することを目的として、グループ全役職

を対象に、職制を軽由することなく直接通報することが可能なグループ内郁通報制廣を入し、当社内の通報窓口のほか外郁の弁珪士事務
所にも通報窓口をし営している.
5)内部監を担当する郁が取締役会にて承認された計回に甚づき定期的に実施する内部監を通じて、経営全般にわたる管理・運営の制度
および業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検証・評価することにより、グループの財産の保全および経営の効率化を図るとともに、監
結果を社長をはじめ取締役および監査役に報告Lている。
6)コンプライアンス、頑境,晶等の課翻に関する経の意思決定を補佐するものとして各糧委会を設置している。
フ)個々の意思決定および業務執行に当たっては、法令および定款ヘの適合性等について関係部による確認を行っている.
8)重要な意思決定および業務執行に当たっては、必要に応じて外都の専門家の意見を求めることとしている.

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
1)管理報告に閏する規租および内部惰報の管理に関する規程を制定し、適時適切な憎報収集に努め、取締役会等ヘの報告を行うとともに、重
要情報の対外公表については、取締役会の授権1=甚づき、広報を担当する都署長が行っている.
2)文喜の管理に関する規程を制定し、取締役会誕事録等の取締役の職務の執行に係る重要類を作成の上、保存している.
3)個人情報の保護に関する規程を制定し、適切な取り扱いに努めている.
4)Πについては、惰報セキュリティーの管理に関する規租を制定し、システムの適切な運用に努めている。

(3)損失の危段の管理に関する規程モの他の体制(会社法施行規則第1卯条第1項第2号)
1)企業集団全体のりスク管理体制およぴ危機対応休制を整備し継縞的改善を図るとともに、危根時における迅速な対庄と牡会ヘの影響および
企業集団の損失の極小化を図るため、企業集団全体のりスク管理に関する規程および危機時における対痔に関する規穆を制定し、当社にりスク
管理を統括する部を設し、その担当役をりスク管理統括任者としている.
2)りスク管理を統括する郡において、当社の全部暑におけるりスクァセスメントの実施在指示し、その髄果に基づきりスク対策実施任都署を
特定し、その実施状況および結果を監視し、りスク対策およびりスウ管理の継続的な改善を国る二ととしている。グループ各社に対しても伺様の展
開を圓る二ととしている.
3)りスク管理を統括する都において、重大な自然災害や伝染病の延に対応する当社の案継続計画旧CP)を取りまとめ、各部署における
整備および実施状況を監視し、定期的な演習を行い、事業継続計画旧CP)の継続的な改善を図る二ととしている。グループ各社に対しても同樺
の風開を図ることとしている。
4)企業集団全体のりスク管理に関する規程に基づき、当社各部およぴグループ各社にりスク管理任者およぴりスク管理担当者を置き、重要
なりスク報の伝遼経路を複数明示して、当社経営暦ヘの迅速・確実な伝達を圓る二ととLている。具体的には、通常の職制を通じた伝達経路の
様かに、斑境・品質に関するりスク情報は当社の・晶質保証を担当する部およぴりスク管理を絞括する郁署に、その他のりスウ報は当社
のりスク対策実施任部署およぴりスク管理を統括する部に、りスク管理責任者の決裁を褐ることなくりスク管理担当者から直接伝達し、伝違
を受けた都において重要性を評価し、当牡経営倦に伝達することとしている。
5)りスク管理を統括する部は、大品事故、大環境事故、重大な自然災害、伝染病の延その他企禦集団全体として危機対応が必要な
場合には、環・品質保証を担当する部またはりスク対擁実施責任部署の判断にかかわらず、りスク管理銃括任者を通じて当社社長に対策
本部の設置を上申し、当社社長の指示により対策本部を設置することとしている.なお、危機対応の一切の権限と任は当杜社長にあり、当社社
長は必要に応じてその権限をりスウ管理統括任者に委譲することとしている.
6)対策本都の実働部隊として少人數のタスクチームを設することとL、タスクチームは当社社長またはりスク管理統括責任者の指揮の下、情
報の収・分析.対応方針の策定、関係各部署または閲係グループ各社に対する指示および実施状況の管理を行い、対策本都にその活動を報
告することとしている.
フ)りスク管理を統括する都暑は、危機対応に関して定期的な演習を企画・実施して、危機対応体制の継続的な改善を図る二ととしている。

(4)取締役の職務の執行が効牢的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則筑1卯条筑1項第3号)
1)取締役会において経営戦略の立案および業務執行の監督を行うとともに、執行役員制度を尋入して経営と執行を分雛することにより、業務執
行の効率化を回っている.
2)取締役会は、常務以上の役付取締役および役付執行役で構成される経営会議に対し、経営および業務執行について権限の委譲を行ってい
る。経営会議は、原則とLて週1回開催され、取締役会から授糧された事項について迅連な経営の意思決定を行い、重要な事項については取締
役会に報告している.

(6)当牡ならびにモの親会社およぴ子会社から成る企業集団における案務の適正を確保するための体伽K会牡法施行規則筑100条第1項第5
号)

1)当社はじめグループ各社の役職員が拠って立つぺき基本原則および精神的支柱として、「グjl,ープ理念」「グJレープスローガン」「グループビジ
ヨン」「グループ行勳指針」および「牡仰1」を制定し、グループ役職員による遵守を期すべく、周知・啓禦に努めている。
2)法令遵守の重要性について、経営トップが自ら折に触れてグループ役職に対するメッセージを発している.
3)主要グループ各社に取締役または監査役を派近して、各社の日常の経営をモニタリングするとともに、主要グループ各社の代表者が出席する
グループ経営会謄を定期的に開催して、企業集団とLての目標共有とグループ各社の連携強化を図っている。
4)企業集団の事業を複赦のユニット1=分別し、その任者であるユニット長の立案する戦略および計画に基づき、各ユニットの業務を推進してい
る。要案件については、ユニットのみならず企業集団の全体最適を実現すべく、経営会誕またはその下都機関である投資委会において審議
している。

5)軽営会誕に関する規程および管理報告に関する規程を制定し、企案集団内の要なにつき適時適切な収・伝達に努めるとともに、経営
会崖以下の各機関において企集団に関する項の審儀、決定、承認等を行?ている.
6)各機関における審謎に先立って、法令遵守の観点から関係部署による確認を行うこととLている.
フ)内部監を担当する部暑が計画的にグループ各社に対する内部監査を実施している。

(5)使用人の職務の執行が法令およぴ定款に適合することを確保するための休制(会社法施行規則第10喚第1項第4号)
1)当社はじめグループ各社の役職が拠って立つぺき基本原則およぴ精神的支柱として、「グループ理念」「グループスローガン」「グルーブビジ
ヨン」「グループ行動指針」および「社卸1」を制定し、使用人による違守を期すべく、周知・啓肇に努めている.
2)法令遵守の要性について、経営トップが自ら折に触れて使用人に対するメッセージを発している.
3)使用人が職務の遂行に際し特に留しておかなけれぱならない法令等を、当該職務を遂行する使用人が点検し、法令等を正しく理解すること
により法令等を遵守する休制巻構築Lている。
4)内部監査を担当する部署が計画的に内部監査を実施している。
5)グループ内部通報制度を運営している.



8)経営企画を担当する部署がグループ各社における内部統制体制の整備状況をモニタリングし、必要に応じて改善を支援することとしている。
9)グループ内部通報制度を運営している。
10)ニンプライアンス、環境・品質、りスク管理等の経営課題に関して、グループ各社において責任者およぴ担当者を選任し、連携強化を図ってい
る.

(フ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に閏ずる事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)
監査役から求められた場合ぱ、必要に応じて専任の補助使用人を置くこととする。

(8)前号の使用人の取繍投からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号)
専任の補助使用人を置く場合、監査投は、専任の補助使用人の人事異動について事前に報告を受け、人事担当取締役と協議することができるこ
ととする。なお、当該使用人の人事考課は、監査投が行う二ととする。

(9)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役ヘの報告に関する休佑K会社法施行規則第100条第3項第3号)
1)取締役会および監査役が出席する各種会議,委員会において、璽要事項について報告している。
2)経営会議に関する規程および管埋報告に関する規程に基づいて作成された各種提案書およぴ管理報告書を監査役に供寛し、報告している。
田取締役および使用人は、監査役の定期およぴ随時のヒアリングに応じ、業務の状況等について報告している。
4)内部監査を担当する部署は、監査役に対し、当社およぴグループ各社の内部監査を実施するに際して、その監査方針を事前に確認し、内部監
査の結果を報告することとしている。

(1のその他監査役の監査が実効的に行われる二とを確保するための体佃K会社法施行規則第100条第3項第4号)
監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタントモの他の外部アドバイザーを利用でき
ることとしている。

(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、これらの活動を助長しないこととしている。
この基本的な考え方を「グループ行動指針」1巴明記し、当社はじめグループ各社の役職員に周知徹底する七ともに、平素から関係行政機関およ
ぴ警察、弁護士等の専門機関との連携を深め、情報収集に努めている。また、万がー、反社会的勢力から脅威を受けたり、被害を受けるおそれ
のある場合には、組織全体として速やかに対処できる体制を構築している。

以上

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及ぴその整備状況

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、これらの活動を助長しないこととしている。

この基本的な考え方を「グループ行動指針」に明記L、当社はじめグループ各社の役職員に周知徹底すると七もに、平素から関係行政機関お
よび警察、弁護士等の専門機関との連携を深め、惰報収集に努めている。また、万がー、反社会的勢力から脅威を受けたり、被害を受けるおそ
れのある場合には、組織全体とLて速やかに対処できる体制を構築している。



Vの

1.収防策の入の有無

寅収肪衛の入の

該当項目に関する補足説明

現在は、当社の株主成等に鑑みて特別の手立ては講じておりませんが、向上による企粂価値の増大に引き続き努めるとともに、冥収者が
出璃した合に市場が混乱し株主及び投家の利益が不当になわれることのないよう必要な手立てを検討Lてまいりまず。

2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する項

<適時開示体制の概要>
ロ)経営者の姿勢・方針の周知・啓家等
当社及びグJI,ープ金杜は、企集の社会的任を視し、企業倫理の潤養に努め、企業の透明性を高めるとともに国内外の法令を遵守L、rcsR
経営指針」にづくオープンでフエアーな企業活を展開して、健全な企業経営を推進Lていくことを基本方針とLております.また、rcsR行動規
準10力条」を制定し、その中で、投者の投判断に童要な影響を与える当社グJしープに関する重要な実や軽営閲連情報の公正かつ適時.
適切な開示を行う旨を定め実践しております。

(2)当社の適時開示に闡する特性・りスクの認識・分析
当社グループは、中核となる水産業、食品業、保管物流集を中心に国内外において多角的に集を推進しているため、グループ会社数が
多く、業規槙の大きい当牡グループにおいて、適正な情報開示が行われない合、投資家ヘ与える影や牡会的評価の低下も懸念されること
から、広報喩郁をはじめ経営企画部、総務郁等の関係部暑が相互に情綴交換並びに開示報のチェックを行っております。

(3)開示担当組織の整備

当社における適時開示情報の開示は、広制R部が担当し、広御R部担当役の理の下、広轍R部長が行います。
当社及び国内主要グループ会社においては、「内郁惰報理およびインサイダー取引規制に関する規程」並びに「マルハニチログループ内郁情
報管理およぴインサイダー取引規制に閲する規糎」を蔓備し、役職に遵守を求めるとともに、当社及ぴ国内主要グループ会社の全従業員に対
Lて「CSR経営とコンプライアンスを考える本」を配布L、当社グループ内の惰報管理並ぴに情報開示に蘭する知識の周知、啓蒙に努めておりま
す。

(4)適時開示手続の整備
1)開示手続及ぴ開示プロセスについて
当社グループにおける適時開示に係る体制、開示プロセス等の概要は以下のとおりであります(適時開示体制の概要に係る棋式図は別紙
のとおりであります.)
・当社及ぴ主要グJレープ会社の適時開示対象となる可能性のある経営閲連情報(財務関連情報を除く。)は、各社規程に基づき、経営企画郁に
報告(財務関連については、経理部に報告され、同部にて精査の後に経営企画部ヘ報告)され、適時開示対魚となる各種情報については広
報IR郁で管理されます。

・当社関係都やグループ会社より受領した各種報については、経営企画都が広報旧部(必要に応じ総務郁を含む.)との間で東京証券取引
所の適時開示基釧こ準じて儘議し、適時開示の要否や開示文の検討を行います。
・適時開示対象となる経営関連情報及ぴ財務関連惰報は経営会議事務局である経営企画部を軽由して経営会謎及び取締役会に報告されます.
・取締役金承認後、広報倶部長は遅滞なく開示(東証でのTDn.t登録、記者会見等)します.なお、繋急性が高い事項(法律に定めのある重要な
事項を除く。)tこついては、社内規程に基づき経営会又は取締役社長の判断により、広報東部長を通じて開示します。

2)整備Lた手続の周知徹底
経営会、取締役会ヘの報告基準や内都報管理に関する規程を定め運用Lております。

(5)適時開示体制を対象としたモニタリングの整備
軽営者の業務孰行については、経営から独立した立場である監査役が取締役会、経営会議等に出席し、また、必要に応じ各取締役よりヒアリン
グ等を実施することにより粂務執行の適正性を監晝しており、この監査を通して、適時開示体制の整備・運用にっいてもモニタリングが行われて
おります.
当杜各部暑については、監査部による内部監査が実施きれ、業務執行の適正性を監査する二とを通して適時開示体制の甍備・遅用についてもモ
ニタリングが行われております.
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別紙

適時開示体制の概要(模式図)

グループ会社および当社閏係部署

経理部

財務情報の流れ

経営会議事務局

,

(経営企画部)

経営会議又は取締役社長

報告

取締役会

監査

情報共有

総務部、広報恨部及び

広報IR部担当役員

連絡

広報IR部長

モニタリング

情報開示
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